
『
日
本
三
代
実
録
』
（
以
下
『
三
代
実
録
』
と
略
す
）
貞
観
五
年
（
八

六
三
）
五
月
二
十
日
条
に
あ
る
神
泉
苑
で
行
わ
れ
た
御
霊
会
の
記
事
に

よ
る
と
、
御
霊
と
は
崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）
、
伊
予
親
王
ら
の
六
座

で
、
彼
ら
は
「
事
に
坐
し
て
誅
さ
れ
、
寃
魂
は
欄
と
成
」
り
、
近
年
の

疫
病
の
流
行
は
御
霊
が
起
こ
し
た
も
の
ゆ
え
、
朝
廷
と
し
て
御
霊
会
を

行
う
こ
と
と
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
御
霊
信
仰
」
の
研
究
は

こ
の
記
事
を
も
と
に
し
て
す
す
め
ら
れ
多
く
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て

(
l
)
 

き
た
。し

か
し
、
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
六
月
癸
巳
条
に

は
、
崇
道
天
皇
の
祟
り
を
慰
撫
し
た
こ
と
が
み
え
、
貞
観
五
年
以
前
に

も
六
国
史
な
ど
に
は
た
び
た
ぴ
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
々
の
祟
り
を
慰

撫
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
田
村
圃
澄
氏
は
、
祟
り

や
物
の
怪
に
直
面
し
た
際
に
は
常
に
僧
侶
に
よ
る
読
経
が
行
わ
れ
、
な

は

じ

め

に
最
澄
撰

「
三
部
長
講
会
式
」

か
で
も
法
華
経
は
怨
霊
の
救
済
に
も
っ
と
も
効
果
が
あ
る
。
法
華
経
を

拠
り
所
と
し
た
最
澄
の
天
台
宗
に
よ
る
鎮
護
国
家
の
主
目
的
の
―
つ
は

祟
り
や
物
の
怪
か
ら
古
代
国
家
の
支
配
者
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と

さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
八
重
樫
直
比
古
氏
は
、
怨
霊
救
済
の
論
理
を
『
伝

述
一
心
戒
文
』
巻
上
の
「
承
先
師
命
建
大
乗
寺
文
」
に
あ
る
敬
白
文
の

分
析
か
ら
、
「
等
普
親
観
」
と
「
勝
義
の
孝
」
に
あ
る
と
し
た
。
つ
ま

り
怨
霊
を
み
ず
か
ら
の
子
と
み
る
こ
と
で
、
孝
を
要
求
し
、
怨
霊
の
結

ぶ
怨
恨
が
空
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
捨
て
よ
と
呼
び
か
け
た
と
す
る
。

ま
た
、
笠
井
昌
昭
氏
は
、
『
伝
述
一
心
戒
文
』
巻
上
に
あ
る
最
澄
が
発

願
し
た
金
光
明
経
、
仁
王
般
若
経
、
法
華
経
の
長
講
は
、
怨
霊
の
祟
り

を
国
家
に
対
す
る
七
難
の
一
っ
に
加
え
入
れ
て
鎮
護
国
家
を
標
榜
し
、

さ
ら
に
は
怨
霊
の
祟
り
を
天
台
宗
の
展
開
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
佐
伯
有
清
氏
は
、
延
暦
十
六
年
に
最
澄
が
内
供

奉
十
禅
師
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
早
良
親
王
の
怨
露
の
祟
り
を
鎮
祀
す

る
加
持
僧
の
役
目
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
最
澄
の
『
長
講
法
華
経
後

(
2
)
 

分
略
願
文
』
に
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
『
長
講
法
華
経
後
分

に
み
え
る
御
霊

櫻

木

潤
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「
三
部
長
講
会
式
」
は
、
『
長
講
法
華
経
先
分
発
願
文
』
（
以
下
『
先

分
願
文
』
と
略
す
）
・
『
長
講
法
華
経
後
分
略
願
文
』
（
以
下
『
後
分
願

文
』
と
略
す
）
・
『
長
講
金
光
明
経
会
式
』
（
以
下
『
金
光
明
会
式
』
と

略
す
）
・
『
長
講
仁
王
般
若
経
会
式
』
（
以
下
『
仁
王
会
式
』
と
略
す
）

(
3
)
 

か
ら
な
る
。
『
後
分
願
文
』
に
は
「
弘
仁
三
年
這
壬
辰
四
月
五
日
求
法

(
4
)
 

繹
最
澄
記
」
と
あ
り
、
『
金
光
明
会
式
』
に
は
「
弘
仁
四
年
六
月

日
願
主
最
澄
記
」
と
、
『
仁
王
会
式
』
に
は
「
弘
仁
四
年
六
月

七
日
願
主
最
澄
記
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
護
国
三
部
経
」
と

い
わ
れ
た
法
華
経
・
金
光
明
経
・
仁
王
般
若
経
の
長
講
会
（
長
期
間
に

一
章
「
三
部
長
講
会
式
」
に
つ
い
て

略
願
文
』
は
、
最
澄
の
著
述
と
さ
れ
る
「
三
部
長
講
会
式
」
に
含
ま
れ

て
い
る
。
「
三
部
長
講
会
式
」
と
は
、
「
護
国
三
部
経
」
と
よ
ば
れ
た
法

華
経
・
金
光
明
経
・
仁
王
般
若
経
を
長
講
す
る
際
の
法
会
の
次
第
な
ど

を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
弘
仁
三
、
四
年
（
八
ー
ニ
、
八
一
三
）
に
成

立
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
「
御
霊
」
の
記
述
が
み
え

る
。
貞
観
五
年
以
前
の
御
霊
信
仰
を
め
ぐ
る
四
氏
の
研
究
は
傾
聴
す
べ

き
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え

る
。
本
稿
で
は
、
最
澄
撰
「
三
部
長
講
会
式
」
に
み
え
る
御
霊
に
つ
い

て
基
礎
的
な
分
析
を
こ
こ
ろ
み
、
貞
観
五
年
以
前
の
御
霊
信
仰
を
め
ぐ

る
若
干
の
私
見
を
の
べ
て
ゆ
き
た
い
。

わ
た
り
経
典
を
講
説
す
る
法
会
）
に
際
し
て
の
願
文
や
法
会
の
次
第
を

著
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
澄
が
護
国
の
大
乗
経
典
の
長
講
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
『
天
台
法
華
宗
年
分
学
生
式
』
（
六
条
式
）
に
、

凡
止
観
業
者
。
年
々
毎
日
。
長
転
長
講
。
法
花
金
光
仁
王
守
護
諸

(
5
)
 

大
乗
等
護
国
衆
経
。

と
、
天
台
宗
年
分
度
者
二
名
の
う
ち
止
観
業
の
学
生
の
行
業
と
し
て
法

華
経
や
金
光
明
経
な
ど
の
護
国
の
大
乗
経
典
の
長
講
を
定
め
て
い
る
こ

と
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
、
徳
一
と
の
論
争
が
注
目
さ
れ
る
弘
仁
七
年
か

(
6
)
 

ら
八
年
に
か
け
て
の
東
国
で
の
布
教
で
も
、
最
澄
は
「
毎
日
長
二
講
法

華
経
ー
。
一
日
不
レ
嗣
、
兼
長
講
金
光
明
仁
王
等
大
乗
経
―
」
し
て
お

り
、
さ
ら
に
、
弘
仁
十
三
年
四
月
に
死
を
間
近
に
控
え
弟
子
た
ち
に

「
毎
日
長
講
諸
大
乗
経
ー
。
慇
懃
精
進
令
二
法
久
住
ー
。
為
レ
利
ー
ー
国
家
ー
。

(
7
)
 

為
レ
度

l

群
生
―
」
と
言
い
残
し
て
い
る
（
『
叡
山
大
師
伝
』
）
。
つ
ま
り
、

護
国
の
大
乗
経
典
の
長
講
は
、
最
澄
に
と
っ
て
僧
侶
育
成
の
根
本
で
あ

り
、
ま
た
国
家
の
た
め
、
衆
生
を
迷
い
と
苦
し
み
の
こ
の
世
か
ら
さ
と

(
8
)
 

り
の
世
界
に
導
く
た
め
の
重
要
な
営
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
護
国
一
＿
―

部
経
の
長
講
の
次
第
を
記
し
た
「
三
部
長
講
会
式
」
は
弘
仁
年
間
以
降

も
、
最
澄
の
遺
志
と
し
て
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
の

(
9
)
 

で
あ
る
。

こ
の
「
三
部
長
講
会
式
」
に
つ
い
て
は
、
三
書
と
も
「
最
澄
記
」
と

あ
る
も
の
の
、
古
く
か
ら
最
澄
が
撰
述
し
た
も
の
か
ど
う
か
議
論
さ
れ
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て
き
た
。
辻
善
之
助
氏
は
、
「
本
地
垂
述
説
の
起
源
に
つ
い
て
」
の
中

で
、
は
じ
め
は
こ
れ
ら
三
書
を
最
澄
撰
と
す
る
こ
と
に
信
を
お
か
な
か

っ
た
も
の
の
、
日
文
中
に
お
い
て
冥
福
を
祈
る
人
名
が
い
ず
れ
も
当
時

の
事
情
に
適
合
す
る
こ
と
、
口
諸
神
の
た
め
に
永
く
業
道
を
離
れ
て
威

光
を
増
益
す
る
こ
と
を
祈
る
の
は
当
時
の
時
代
思
想
に
相
応
す
る
こ

と
、
国
現
在
太
上
、
弘
仁
皇
帝
、
春
宮
殿
下
の
三
名
を
並
べ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
奉
為
に
祈
る
こ
と
は
弘
仁
の
頃
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
殊

に
太
上
で
あ
る
平
城
天
皇
の
奉
為
の
文
句
は
、
薬
子
の
変
後
に
お
け
る

上
皇
の
奉
為
と
し
て
は
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、
四
嵯
峨
天
皇
を

弘
仁
皇
帝
と
す
る
こ
と
は
、
最
澄
自
筆
の
『
法
華
年
分
縁
起
』
の
上
表

文
に
も
符
合
す
る
こ
と
、
国
「
東
土
上
野
國
般
若
浄
土
院
道
忠
大

輝
師
信
心
弟
子
等
教
興
及
道
應
助
寓
一
切
経
同
法
弟
子
等
」

云
々
が
『
叡
山
大
師
伝
』
に
符
合
す
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
こ
れ
を
最
澄

(10) 

撰
と
さ
れ
た
。

辻
氏
の
指
摘
し
た
点
に
対
し
福
井
康
順
氏
は
「
仮
託
の
書
に
よ
く
見

え
る
例
の
造
作
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
、
「
三
部
長
講
会
式
」
を
最
澄
撰

(11) 

と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
。
福
井
氏
は
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王

会
式
』
に
つ
い
て
は
最
澄
撰
で
あ
る
が
、
『
先
分
願
文
』
お
よ
び
『
後

分
願
文
』
に
つ
い
て
は
最
澄
撰
と
は
で
き
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
を
大

き
く
分
け
て
、

H
主
と
し
て
文
体
や
措
辞
の
上
か
ら
最
澄
の
も
の
と
は

到
底
受
け
取
り
得
な
い
点
が
多
い
、
口
史
実
に
照
ら
し
て
、
全
く
矛
盾

す
る
点
が
見
出
さ
れ
る
、
と
さ
れ
た
。
日
に
つ
い
て
は
、
『
先
分
願
文
』

各
段
の
音
が
五
言
や
七
言
な
ど
乱
雑
で
あ
っ
て
、
最
澄
の
も
の
と
は
思

え
ぬ
稚
拙
な
表
現
に
充
ち
て
い
る
こ
と
、
措
辞
の
上
で
は
、
諸
国
の
神

名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
段
で
、
東
山
道
が
東
海
道
の
前
に
お
か
れ
て
、

五
畿
七
道
の
列
序
が
当
時
の
令
制
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
、
大
宝
の
古

制
の
ま
ま
に
武
蔵
国
が
東
山
道
に
入
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
お

ら
れ
る
。
口
に
つ
い
て
は
、
北
陸
道
に
お
い
て
「
加
賀
四
箇
郡
」
と
あ

る
が
、
加
賀
立
国
は
最
澄
没
後
一
年
を
経
た
弘
仁
十
四
年
で
、
な
お
か

つ
当
初
の
加
賀
国
は
二
郡
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で
は
「
四

郡
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
後
分
願
文
』
に
あ
る
郡
数
は
全
体

を
通
じ
て
史
実
に
反
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
畿
内
道
で
は

「
山
城
八
箇
郡
…
大
和
十
五
箇
郡
」
と
、
山
城
・
大
和
の
順
に
記
さ
れ

(12) 

て
お
り
、
こ
れ
は
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
十
月
己
未
条
の
事
実
で

あ
っ
て
、
最
澄
没
の
十
五
年
後
に
あ
た
る
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
点
は
『
後
分
願
文
』
に
お
い
て
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
『
先

分
願
文
』
は
今
あ
る
仏
名
（
阿
弥
陀
仏
）
の
後
か
ら
の
改
修
で
あ
る
ら

(13) 

し
い
こ
と
を
除
い
て
は
弘
仁
年
間
に
成
立
し
た
最
澄
撰
で
あ
る
と
し
、

『
後
分
願
文
』
は
平
安
末
期
以
降
の
作
為
で
あ
っ
て
最
澄
撰
で
は
な
い

と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

し
か
し
、
薗
田
香
融
氏
は
、
「
＝
一
部
長
講
会
式
」
は
最
澄
の
真
撰
を

疑
わ
せ
る
も
の
の
、
弟
子
光
定
が
著
し
た
最
澄
の
伝
記
で
あ
る
『
伝
述

一
心
戒
文
』
巻
上
に
あ
る
「
承
先
師
命
建
大
乗
寺
文
」
に
引
用
さ
れ
た

弘
仁
九
年
四
月
二
十
六
日
に
最
澄
が
金
光
明
経
、
仁
王
般
若
経
、
法
華
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経
の
長
講
を
し
た
と
き
の
「
願
文
」
は
、
「
三
部
長
講
会
式
」
と
大
同

小
異
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
＝
一
部
長
講
会
式
」
を
最
澄
の
真
撰

(14) 

と
し
て
疑
い
な
い
と
さ
れ
た
。
『
伝
述
一
心
戒
文
』
巻
上
の
「
承
先
師

命
建
大
乗
寺
文
」
に
は
、

弘
仁
九
年
四
月
二
十
六
日
五
更
。
奉
レ
資
一
國
主
l

、
登
レ
願
奉
ー
資

一
切
天
神
地
祇
ー
、
起
二
恨
怨
一
神
祇
等
、
令
二
離
苦
得
楽
ー
。
故
定
―
―

九
院
ー
、
令
レ
長
講
金
光
明
ー
。
抜
済
一
切
國
裏
百
部
鬼
神
等
—
‘

令
ー
ー
離
苦
得
楽
。
故
定
-

l

九
院
、
令
レ
長
ー
講
仁
王
護
國
般
若

経
ー
。
奉
レ
資
大
日
本
國
開
闊
以
来
一
切
國
主
ー
、
御
霊
、
延
暦
以

前
一
切
皇
霊
、
並
平
崩
怨
甍
王
霊
、
臣
霊
、
比
丘
霊
、
比
丘
尼

霊
、
優
婆
塞
霊
、
優
婆
夷
霊
、
賢
霊
、
聖
霊
及
六
道
四
生
受
苦
一

切
龍
鬼
等
霊
ー
、
永
出
二
三
界

l

、
皆
悉
成
佛
。
故
定
二
九
院
ー
、
令
レ

(15) 

長
講
妙
法
蓮
華
経
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
四
月
二
十
六
日
に
、
一

切
の
天
神
地
祇
と
怨
恨
を
起
こ
す
神
祇
の
た
め
に
金
光
明
経
の
長
講

を
、
一
切
の
鬼
神
の
た
め
に
仁
王
般
若
経
の
長
講
を
、
そ
し
て
日
本
開

闘
以
来
の
一
切
の
国
主
や
御
霊
、
延
暦
以
前
の
一
切
の
皇
族
の
霊
お
よ

び
怨
み
を
残
し
て
死
ん
だ
皇
族
や
貴
族
た
ち
の
霊
が
永
遠
に
一

1

一
界
を
出

て
、
悉
皆
成
仏
す
る
た
め
に
法
華
経
の
長
講
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
「
三
部
長
講
会
式
」
の
中

で
「
結
怨
横
死
者
」
た
ち
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
ほ
ぽ
同

じ
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
願
文
」
だ
け
で
な
く
、
弘

仁
九
年
四
月
に
行
わ
れ
た
護
国
一
一
一
部
経
の
長
講
の
目
的
も
「
―
―
一
部
長
講

会
式
」
に
み
ら
れ
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
と
い
え
る
。

ま
た
、
福
井
氏
が
指
摘
し
た
『
後
分
願
文
』
の
郡
数
に
つ
い
て
も
、

荻
野
正
博
・
桑
原
正
史
両
氏
は
、
詳
細
な
分
析
の
結
果
、
そ
れ
ら
が
天

平
宝
字
―
―
一
年
か
ら
延
暦
七
年
（
七
五
九
1
七
八
八
）
の
間
の
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
弘
仁
十
一
年
（
八
二

0
)
撰
上
の
『
弘
仁

式
』
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
も
の
に
依
拠
し
て
書
か
れ
た
「
意
味
の
あ

る
数
字
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
最
近
、
佐
藤
道
子
氏
は
、
「
三
部
長
講
会
式
」
そ
れ
ぞ
れ
の

内
容
の
構
成
を
分
析
し
、
「
勧
請
」
以
下
「
神
分
」
ま
で
の
次
第
に
、

法
華
・
金
光
明
・
仁
王
の
三
者
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
詞
章
で

も
「
自
懺
悔
」
・
「
他
懺
悔
」
・
「
受
戒
」
・
「
発
願
」
は
三
者
と
も
に
同
一

の
詞
章
を
用
い
、
「
神
分
」
は
法
華
・
金
光
明
両
会
式
が
同
一
の
詞
章

を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
三
部
長
講
会
式
」
が
最
澄
の
構
想
し
た

「
-
―
一
部
長
講
会
」
の
法
会
形
式
を
示
す
こ
と
は
疑
い
な
い
と
さ
れ
て

(17) 

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
三
部
長
講
会
式
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
最
澄
撰

を
め
ぐ
っ
て
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。
い
ず
れ
も
『
金
光
明
会

式
』
と
『
仁
王
会
式
』
に
つ
い
て
は
最
澄
撰
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
が
、
福
井
康
順
氏
に
よ
れ
ば
『
後
分
願
文
』
は
最
澄
撰
で
は
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
『
後
分
願
文
』
の
成
立
年
代
を
考
え
て
み
た

い
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
「
後
分
願
文
』
に
列
記
さ
れ
て
い
る
唐
日
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の
法
師
・
僧
名
を
み
て
み
よ
う
。

願
生
生
師
僧
天
竺
付
法
師
大
唐
偲
繹
師
及
諸
宗
師
僧

華
厳
宗
師
僧
大
乗
律
師
僧
三
論
宗
師
僧
法
相
宗
師
僧

法
華
宗
師
僧
南
岳
思
大
師
天
台
顕
大
師
章
安
頂
大
師

籍
雲
威
大
師
東
陽
威
大
師
左
渓
朗
大
師
荊
渓
然
大
師

浪
邪
遼
大
師
姑
蘇
満
大
師
鑑
慎
大
和
尚
法
進
大
僧
都

慧
雲
大
律
師
如
賓
唐
僧
都
日
本
偉
法
師
三
論
及
法
相

律
僧
及
華
厳
涅
槃
及
法
華
諸
宗
諸
師
僧
代
代
僧
綱
等

代
代
三
網
等
寺
寺
大
徳
等
寺
寺
學
生
等
従
二
我
日
本
國
―

繹
尊
法
興
顕
修
學
四
衆
等
過
去
者
成
レ
佛
現
存
者
安
穏

冥
顕
共
住
二
持
如
来
之
正
法
＿
流
二
布
於
世
間
ー
利
二
益
諸
有
情
―

一
人
不
ー
一
遺
漏
ー
倶
璧
こ
心
鏡
ー
同
帰
云
一
徳
蔵
―

ま
ず
、
「
南
岳
思
大
師
」
か
ら
「
姑
蘇
満
大
師
」
ま
で
の
部
分
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
南
岳
思
大
師
は
慧
思
、
天
台
顕
大
師
は
智
顕
、
章
安
頂

大
師
は
灌
頂
、
籍
雲
威
大
師
は
智
威
、
東
陽
威
大
師
は
慧
威
、
左
渓
朗

大
師
は
玄
朗
、
荊
渓
然
大
師
は
湛
然
、
瑣
邪
遼
大
師
は
道
遼
、
姑
蘇
満

大
師
は
行
満
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
慧
思
や
智
顕
に
は
じ
ま
る
中
国

天
台
宗
の
系
譜
を
示
す
人
物
た
ち
で
あ
る
。
道
遼
、
行
満
に
つ
い
て
は

延
暦
二
十
三
年
（
八
0
四
）
に
最
澄
が
渡
唐
し
た
際
、
道
遼
か
ら
は
台

州
竜
興
寺
に
お
い
て
天
台
の
教
要
と
菩
薩
戒
を
授
か
り
、
行
満
に
は
彼

の
所
持
す
る
法
華
疏
な
ど
八
十
二
巻
の
法
門
を
与
え
ら
れ
さ
ら
に
手
書

の
印
信
を
授
か
っ
て
お
り
（
『
叡
山
大
師
伝
』
）
、
最
澄
と
は
直
接
の
つ

な
が
り
が
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
南
岳
思
大
師
」
か
ら
「
姑
蘇
満
大

師
」
ま
で
の
順
序
が
、
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
十
二
月
五
日
に
「
我
叡

山
偉
法
未
レ
有
師
師
譜
―
」
と
し
て
最
澄
が
著
し
、
翌
弘
仁
十
一
年
ニ

月
二
十
九
日
に
『
顕
戒
論
』
と
と
も
に
上
っ
た
『
内
証
仏
法
相
承
血
脈

譜
』
に
あ
る
「
天
台
法
華
宗
相
承
師
師
血
脈
譜
」
と
等
し
く
、
ま
た
地

名
＋
緯
と
す
る
書
き
方
も
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
づ
く
「
鑑
慎
大
和
尚
」
か
ら
「
如
賓
唐
僧
都
」
ま
で
の
部
分
も
見

逃
せ
な
い
。
「
鑑
箕
大
和
尚
」
は
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
六
度
目

の
渡
航
に
し
て
日
本
に
到
っ
た
唐
僧
鑑
真
の
こ
と
で
あ
る
。
最
澄
が
出

会
っ
た
『
法
華
玄
義
』
を
は
じ
め
と
す
る
天
台
の
教
述
は
「
故
大
唐
璧

真
和
上
将
来
」
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
『
叡
山
大
師
伝
』
）
。
ま
た

「
法
進
大
僧
都
慧
雲
大
律
師
如
賓
唐
僧
都
」
は
鑑
真
渡
日
の
際
に

と
も
に
や
っ
て
来
た
彼
の
弟
子
た
ち
で
あ
る
。
法
進
は
鑑
真
隠
退
後
に

東
大
寺
戒
壇
院
を
主
宰
し
、
授
戒
は
も
ち
ろ
ん
、
律
や
天
台
三
部
な
ど

(19) 

の
講
義
を
行
っ
た
。
神
護
景
雲
四
年
（
七
八
0
)
に
は
大
僧
都
で
あ

（幻）
っ
た
。
彼
の
著
で
あ
る
『
沙
弥
十
戒
並
威
儀
経
疏
』
は
、
若
き
日
の
最

澄
が
比
叡
山
に
入
り
坐
禅
の
隙
に
書
い
た
『
願
文
』
に
影
響
を
与
え
、

最
澄
が
日
本
天
台
宗
を
開
創
す
る
契
機
と
し
て
法
進
の
存
在
は
無
視
す

(21) 

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
慧
雲
は
正
倉
院
文
書
に
も
そ
の
名
が

(22) 

た
び
た
び
見
え
、
『
七
大
寺
年
表
』
に
よ
れ
ば
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）

(Zl) 

に
律
師
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
最
澄
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

（汎）

東
大
寺
戒
壇
院
の
第
五
世
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
如
宝
は
、
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
は
胡
国

人
と
い
い
、
「
元
亨
釈
書
』
な
ど
で
は
唐
人
と
あ
る
。
延
暦
二
十
三
年

（ち）

に
上
表
し
て
唐
招
提
寺
に
律
講
を
開
き
、
大
同
元
年
四
月
二
十
三
日
に

（氾）

少
僧
都
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
唐
招
提
寺
の
第
四
世
と
な
り
、
桓
武
天

（訂）

皇
か
ら
厚
い
帰
依
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
弘
仁
六
年
正
月
七
日

(28) 

に
卒
し
、
そ
の
卒
伝
に
は
「
堪
二
代
之
壇
師
一
者
」
と
あ
る
。
最
澄
と

の
関
係
も
深
か
っ
た
よ
う
で
、
『
叡
岳
要
記
』
に
よ
る
と
延
暦
十
三
年

に
比
叡
山
一
乗
止
観
院
で
催
さ
れ
た
供
養
会
で
兜
願
師
と
し
て
名
を
列

6
“
)
 

ね
て
い
る
。
ま
た
、
法
進
、
如
宝
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
の
東
大
寺
の

学
僧
凝
然
は
そ
の
著
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
で
「
天
台
宗
学
者
也
」

(
8
)
 

と
し
て
お
り
、
最
澄
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
後
分
願
文
』
に
み
え
る
法
師
・
僧
名
は
最
澄
や

天
台
宗
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
つ
人
物
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

中
国
天
台
宗
の
系
譜
を
示
す
前
段
は
そ
の
順
序
や
書
き
方
が
最
澄
撰
の

『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』
と
一
致
し
、
ま
た
鑑
真
と
そ
の
門
弟
た
ち

は
最
澄
が
直
接
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
人
物
で
あ
る
。
最

澄
と
の
関
係
が
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
如
宝
に
し
て
も
下
野
薬
師
寺

(31) 

に
住
持
し
た
と
さ
れ
、
同
じ
く
鑑
真
の
弟
子
で
東
国
に
あ
っ
て
最
澄
を

支
援
し
そ
の
門
下
か
ら
は
円
仁
ら
最
澄
の
弟
子
と
な
る
も
の
が
多
か
っ

（泣）

た
道
忠
も
下
野
薬
師
寺
に
い
た
と
さ
れ
、
如
宝
と
も
道
忠
を
通
じ
て
何

ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

の
法
師
・
僧
名
は
後
世
に
書
か
れ
た
も
の
と
み
る
よ
り
、
最
澄
自
ら
が

一
節
『
後
分
願
文
』
に
み
え
る
御
霊

最
澄
撰
と
考
え
ら
れ
る
「
三
部
長
講
会
式
」
の
『
後
分
願
文
』
に
は

(33) 

次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

願
崇
道
天
王
吉
野
淡
路
等

伯
伴
成
子
等
一
切
中
夭
霊

一
切
横
死
霊
及
以
兇
奴
等

及
曹
諸
将
軍
一
切
横
死
霊

横
夭
皇
子
霊

東
夷
諸
将
軍

結
怨
横
死
者

及
以
隼
人
等

親
王
及
夫
人

及
曹
諸
将
軍

西
戎
諸
将
軍

結
怨
横
死
者

二
章
「
三
部
長
講
会
式
」
に
み
え
る
御
霊

そ
の
名
を
書
き
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
福
井
康
順
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
な
国
名
な
ど
の
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
最
澄
が
天
台
宗

年
分
度
者
の
う
ち
止
観
業
の
学
生
に
年
々
毎
日
、
法
華
経
な
ど
の
護
国

の
諸
経
を
長
講
す
る
こ
と
を
定
め
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
三
部
長
講

会
式
」
は
頻
繁
に
天
台
学
僧
た
ち
の
手
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
折
々
に
加
筆
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
あ

っ
て
も
最
澄
が
も
と
も
と
書
き
記
し
て
い
た
部
分
に
は
容
易
に
手
を
加

え
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
『
後
分
願
文
」
も
最
澄
撰
と
し
て

大
過
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
三
部
長
講
会
式
」
を
最
澄
の
撰
と
す
る
に
は
さ
ら
に
詳
細
な
内
容

の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
以
上
の
こ
と
か
ら
「
＝
一
部
長

講
会
式
」
が
最
澄
撰
で
あ
る
と
し
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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松
浦
少
戴
霊
九
國
横
死
者
八
島
悪
鬼
神
一
切
鬼
龍
等

及
魃
魅
懇
懸
永
離
粟
道
患
一
帰
依
法
華
経
一
衛
護
日
本
國
―

益
レ
國
利
入
民
恒
修
薩
埋
狂
速
成
無
上
道
＿

す
な
わ
ち
、
崇
道
天
王
以
下
の
「
結
怨
横
死
者
」
が
、
法
華
経
に
帰

依
し
国
を
益
し
人
民
を
利
す
る
よ
う
願
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
「
崇

道
天
王
」
と
は
崇
道
天
皇
す
な
わ
ち
早
良
親
王
の
こ
と
。
彼
は
延
暦
四

年
（
七
八
五
）
藤
原
種
継
事
件
の
首
謀
者
と
さ
れ
て
乙
訓
寺
に
幽
閉

後
、
淡
路
国
に
移
送
さ
れ
る
途
中
で
食
を
断
ち
無
実
の
罪
へ
の
抗
議
の

函）

死
を
遂
げ
た
。
桓
武
天
皇
は
晩
年
た
び
た
び
彼
の
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ

(35) 

様
々
な
供
養
を
施
し
て
い
る
。
次
の
「
吉
野
淡
路
等
横
夭
皇
子
霊
」

と
は
「
吉
野
や
淡
路
で
若
死
に
し
た
皇
子
の
霊
」
と
い
う
意
。
吉
野
で

没
し
た
皇
子
と
い
え
ば
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
に
母
の
井
上
内
親
王
と

(38) 

共
に
「
宇
智
没
官
之
宅
」
で
卒
し
た
他
戸
親
王
が
い
る
。
ま
た
淡
路
で

（刃）

没
し
た
皇
子
と
い
え
ば
大
炊
王
（
淳
仁
天
皇
）
が
い
る
。
つ
づ
く
「
親

王
及
夫
人
伯
伴
成
子
霊
一
切
中
夭
霊
」
の
う
ち
「
親
王
及
夫
人
」

は
年
代
的
に
み
て
伊
予
親
王
、
藤
原
吉
子
の
可
能
性
が
高
い
。
彼
ら
は

大
同
二
年
の
い
わ
ゆ
る
「
伊
予
親
王
事
件
」
で
非
業
の
死
を
遂
げ
て
い

る
。
ま
た
「
伯
伴
成
子
等
」
に
つ
い
て
、
佐
伯
有
清
氏
は
「
伯
伴
」
を

佐
伯
・
大
伴
と
し
、
藤
原
種
継
事
件
で
失
脚
し
た
二
氏
の
こ
と
と

(38) 

み
る
。次

に
「
東
夷
」
や
「
西
戎
」
の
「
諸
将
軍
曹
諸
将
軍
一
切
横
死

霊
結
怨
横
死
者
」
で
あ
る
。
「
西
戎
」
に
「
隼
人
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
「
東
夷
」
は
蝦
夷
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
桓
武
朝
以
来
激
し

さ
を
増
し
た
征
夷
事
業
に
活
躍
し
た
将
軍
や
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
蝦
夷

た
ち
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
早
く
か
ら
中
央
政
権
に
服
属
し
た
も
の
の

隼
人
征
討
事
業
で
犠
牲
と
な
っ
た
将
軍
や
隼
人
た
ち
の
霊
を
慰
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
最
澄
は
、
入
唐
前
の
延
暦
二
十
二
年
閏
十
月
二
十
三
日

に
大
宰
府
寵
門
山
寺
に
お
い
て
法
華
経
や
金
光
明
経
な
ど
の
大
乗
経
典

の
講
説
を
し
て
い
る
。
ま
た
「
具
如
一
ー
願
文
―
」
と
あ
っ
て
こ
の
折
に
も

何
ら
か
の
願
文
を
書
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
弘
仁
五
年
春
に
は
「
為
レ

遂
哀
海
顧
」
に
筑
紫
へ
赴
き
八
幡
大
神
の
神
宮
寺
で
法
華
経
を
講
じ

て
い
る
。
ま
た
東
国
で
の
布
教
で
も
「
毎
日
長
ー
講
法
華
経
ー
。
一
日
不
レ

朋
、
兼
長
講
金
光
明
仁
王
等
大
乗
経
―
」
と
あ
り
法
華
経
、
金
光
明

経
、
仁
王
般
若
経
の
長
講
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
（
以
上
『
叡
山
大
師

伝
』
）
。
こ
う
し
た
九
州
や
東
国
で
の
活
動
が
最
澄
を
し
て
隼
人
や
蝦
夷

た
ち
、
ま
た
そ
の
征
討
事
業
に
従
事
し
た
将
軍
た
ち
「
一
切
横
死
霊
」

へ
の
慰
撫
を
『
後
分
願
文
』
に
書
か
さ
し
め
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ

る
。
つ
づ
く
「
松
浦
少
戴
霊
」
は
天
平
十
二
年
（
七
四
0
)
大
宰
府
で

反
乱
を
起
こ
し
敗
死
し
た
大
宰
少
弐
藤
原
広
嗣
の
こ
と
で
あ
る
。
「
松

(39) 

浦
少
戴
霊
」
は
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
も
み
え
る
。
広
嗣

（
伯
）

は
死
後
そ
の
怨
霊
の
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
、
の
ち
に
「
八
所
御

霊
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
九
國
横
死
者
八
島
悪

鬼
神
一
切
鬼
龍
等
及
魃
魅
懇
懸
」
、
す
な
わ
ち
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま

の
魃
魅
魃
魃
た
ち
を
慰
撫
し
、
こ
れ
ら
が
永
遠
に
「
業
道
患
」
、
つ
ま
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り
悪
業
の
患
い
か
ら
離
れ
て
、
法
華
経
に
帰
依
し
、
日
本
国
を
衛
護
し

て
、
国
家
や
人
民
に
利
益
を
な
し
、
つ
ね
に
菩
薩
行
を
修
し
て
速
や
か

に
悟
り
を
ひ
ら
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
節
『
金
光
明
会
式
』
・
『
仁
王
会
式
』
に
み
え
る
御
霊

つ
づ
い
て
＇
『
金
光
明
会
式
』
お
よ
び
『
仁
王
会
式
』
を
み
る
と
、
ど

ち
ら
も
結
願
部
で
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

資
益
一
切
皇
霊
等
開
闘
巳
還
諸
尊
霊
上
宮
太
子
御
霊
等

法
師
天
皇
御
霊
等
阿
倍
天
皇
御
霊
等
桓
武
天
皇
御
霊
等

吉
野
大
后
御
霊
等
崇
道
天
皇
御
霊
等
伊
豫
親
王
御
霊
等

藤
原
夫
人
御
霊
等
藤
原
仲
成
神
霊
等
藤
原
内
侍
神
霊
等

東
夷
毛
人
神
霊
等
宏
勝
延
命
僧
霊
等
結
恨
横
死
古
今
霊

乃
至
一
切
神
霊
等
一
永
離
入
難
一
生
二
天
上
一
随
意
往
二
生
諸
佛
刹
―

聴
間
妙
誌
悟
無
生
一
得
道
還
来
日
本
國
一
壼
夜
守
護
恒
不
レ
離
＿

叡
山
道
場
正
法
蔵
大
日
本
園
及
九
院
一
興
隆
佛
法
玉
号
後
際
―

す
な
わ
ち
、
一
切
皇
霊
以
下
の
御
霊
や
神
霊
が
、
八
難
を
離
れ
て
往

生
し
、
悟
り
を
ひ
ら
い
て
、
つ
ね
に
日
本
国
と
比
叡
山
を
守
護
し
、
仏

法
の
興
隆
に
つ
と
め
る
よ
う
に
願
う
内
容
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る

よ
う
に
、
『
後
分
願
文
』
と
比
較
す
る
と
『
金
光
明
会
式
』
と
『
仁
王

会
式
』
に
は
よ
り
明
確
に
慰
撫
の
対
象
と
な
る
人
物
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
「
三
部
長
講
会
式
」
に
み
え
る
御
霊
と
貞
観
五
年
の
御
霊
会
で

の
六
座
の
御
霊
と
を
表
ー
に
ま
と
め
た
。
表
1
の
①
「
上
宮
太
子
御
霊

表 1 「三部長講会式」にみえる御霊と貞観五年御霊会の御霊との比較

『金光明会式j 『仁王会式』 『後分願文j
貞観五年

人物比定
御霊会

① 上宮太子御霊等 上宮太子御霊等 聖徳太子

② 法師天皇御霊等 法師天皇御霊等 ? (聖武天皇か）

③ 阿倍天皇御霊等 阿倍天皇御霊等 孝謙（称徳）天皇

④ 桓武天皇御霊等 桓武天皇御霊等 桓武天皇

⑤ 吉野大后御霊等 古野大后御霊等 井上内親王

⑥ 崇道天皇御霊等 崇道天皇御霊等 崇道天王 崇道天皇 崇道天皇（早良親王）

⑦ 伊豫親王御霊等 伊豫親王御霊等 親王 伊豫親王 伊予親王

⑧ 藤原夫人御霊等 藤原夫人御霊等 夫人 藤原夫人 藤原吉子

⑨ 藤原仲成神霊等 藤原仲成神霊等 観察使 藤原仲成

⑩ 藤原内侍神霊等 藤原内侍神霊等 藤原薬子

⑪ 東夷毛人神霊等 東夷毛人神霊等 東夷諸将軍及曹 蝦夷
諸将軍及以兇奴
等結怨横死者

⑫ 宏勝延命僧霊等 宏勝延命僧霊等 ? (「宏勝」・「延命」）
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等
」
は
聖
徳
太
子
の
こ
と
。
天
台
宗
で
は
慧
思
大
師
が
聖
徳
太
子
に
転

生
し
た
と
い
わ
れ
、
聖
徳
太
子
は
特
に
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。
②
の
「
法

師
天
皇
御
霊
等
」
は
不
詳
で
あ
る
が
、
聖
武
天
皇
の
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。
③
「
阿
倍
天
皇
御
霊
等
」
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
「
帝
姫
阿
倍

天
皇
」
と
あ
る
孝
謙
天
皇
の
こ
と
。
④
の
「
桓
武
天
皇
御
霊
等
」
は
桓

武
天
皇
。
⑤
「
吉
野
大
后
御
霊
等
」
は
『
日
本
後
紀
」
大
同
元
年
四
月

己
未
条
に
「
吉
野
皇
太
后
」
と
あ
る
井
上
内
親
王
の
こ
と
。
⑥
「
崇
道

天
皇
御
霊
等
」
は
『
後
分
願
文
』
に
も
み
え
た
崇
道
天
皇
す
な
わ
ち
早

良
親
王
。
⑦
「
伊
豫
親
王
御
霊
等
」
と
⑧
「
藤
原
夫
人
御
霊
等
」
は
、

伊
予
親
王
と
そ
の
母
藤
原
吉
子
の
こ
と
を
さ
す
。
⑨
「
藤
原
仲
成
神
霊

等
」
と
⑩
「
藤
原
内
侍
神
霊
等
」
は
大
同
四
年
九
月
の
「
薬
子
の
変
」

で
殺
害
さ
れ
た
藤
原
仲
成
と
自
殺
し
た
藤
原
薬
子
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
後
分
願
文
』
と
同
じ
く
『
金
光
明
会
式
』
と
『
仁
王
会
式
』

で
も
⑪
「
東
夷
毛
人
神
霊
等
」
と
し
て
蝦
夷
た
ち
の
霊
が
慰
め
ら
れ
て

い
る
。
⑫
の
「
宏
勝
延
命
僧
霊
等
」
に
つ
い
て
は
『
伝
述
一
心
戒
文
』

巻
上
に
あ
る
「
承
先
師
命
建
大
乗
寺
文
」
に
も
「
同
法
宏
勝
霊
。
及
以

同
法
命
延
霊
」
と
み
え
る
。
そ
の
な
か
に
「
我
今
抜
―
―
済
二
霊
苦
―
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
「
宏
勝
」
と
「
延
命
（
も
し
く
は
命
延
か
）
」
と
い
う

二
人
の
僧
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
「
結
恨

横
死
古
今
霊
」
と
「
一
切
神
霊
等
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
』
で
も
こ
れ
ら
の
「
御
霊
」
や
「
神

霊
」
を
資
益
し
、
永
遠
に
菩
提
の
道
に
向
か
う
こ
と
の
で
き
な
い
八
難

か
ら
離
れ
て
天
上
に
生
ま
れ
、
仏
土
に
往
生
し
正
法
を
聴
聞
し
て
空
を

悟
り
、
得
道
し
て
再
び
日
本
国
に
到
っ
て
比
叡
山
や
日
本
国
を
つ
ね
に

守
護
し
、
永
遠
に
仏
法
の
興
隆
に
つ
と
め
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
『
後
分
願
文
」
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会

式
』
に
は
、
怨
み
を
も
っ
て
横
死
し
た
一
切
の
者
た
ち
を
慰
撫
し
、
ま

た
彼
ら
に
護
国
の
守
護
神
と
な
る
よ
う
求
め
て
い
る
内
容
が
あ
る
と
わ

か
る
。
な
か
で
も
、
崇
道
天
皇
や
蝦
夷
は
「
三
部
長
講
会
式
」
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
そ
の
名
が
み
え
る
。
ま
た
『
後
分
願
文
』
の
「
親
王
及

夫
人
」
を
伊
予
親
王
と
藤
原
吉
子
と
み
れ
ば
、
こ
れ
も
い
ず
れ
に
も
そ

の
名
が
あ
り
、
「
―
―
一
部
長
講
会
式
」
成
立
の
当
時
彼
ら
が
「
結
怨
横
死

者
」
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
畏
怖
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

再
び
表
ー
に
戻
る
と
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
五
月
二
十
日
条
に

ょ、, 

所
謂
御
霊
者
、
崇
道
天
皇
、
伊
豫
親
王
、
藤
原
夫
人
、
及
観
察

使
、
橘
逸
勢
、
文
室
宮
田
麻
呂
等
是
也
。
並
坐
レ
事
被
レ
誅
、
冤
魂

成
レ
摘
。

と
あ
る
。
「
御
霊
」
と
し
て
崇
道
天
皇
、
伊
予
親
王
、
藤
原
夫
人
（
藤

原
吉
子
）
、
観
察
使
、
橘
逸
勢
、
文
室
宮
田
麻
呂
の
六
人
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
表
ー
に
あ
る
よ
う
に
「
三
部
長
講
会
式
」
に
み
え
る
御
霊
と

比
較
す
れ
ば
『
三
代
実
録
』
に
挙
げ
ら
れ
た
六
人
の
う
ち
の
三
人
ま
で

が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
観
察
使
」
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
「
橘
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逸
勢
」
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
て
神
泉
苑
の
御
霊
会
で
慰
撫
さ
れ
た
御

(41) 

霊
は
五
人
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
観
察
使
は
「
平
城
在
位

（
位
）

中
の
み
存
在
し
た
職
で
あ
」
り
、
仲
成
は
北
陸
道
の
観
察
使
に
任
じ
ら

（
位
）

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
通
説
に
し
た
が
っ
て
「
観
察
使
」
を
藤

原
仲
成
と
し
て
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
『
金
光
明
会
式
』
『
仁

王
会
式
』
に
「
藤
原
仲
成
神
霊
等
」
が
み
え
る
の
で
、
『
三
代
実
録
』

で
「
御
霊
」
と
さ
れ
る
六
人
の
う
ち
、
四
人
ま
で
が
「
三
部
長
講
会

式
」
に
お
い
て
す
で
に
「
結
怨
横
死
者
」
と
し
て
慰
撫
の
対
象
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
」
に
上
宮
太
子
か
ら
藤
原
夫
人

ま
で
に
「
御
霊
」
と
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
先
述
し
た
『
伝
述
一

心
戒
文
』
巻
上
に
あ
る
法
華
経
の
長
講
で
も
「
大
日
本
國
開
闘
以
来
一

切
國
王
、
御
霊
、
延
暦
以
前
一
切
皇
霊
、
並
平
崩
怨
甍
王
霊
、
臣
霊
」

（
傍
点
筆
者
）
と
あ
り
、
弘
仁
年
間
に
は
、
慰
撫
の
対
象
と
な
る
個
々

の
人
物
を
選
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
人
物
を
「
御
霊
」
と

(
U
)
 

称
す
る
観
念
も
成
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
「
三
部

長
講
会
式
」
が
成
立
し
た
弘
仁
三
1
四
年
に
は
「
御
霊
」
に
対
す
る
信

仰
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
泉
苑
の
御
霊
会

で
金
光
明
経
や
、
仁
王
般
若
経
と
同
じ
般
若
部
の
経
典
で
あ
る
般
若
心

経
が
講
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
「
三
部
長
講
会
式
」
と
同
じ
く
、
経
典

の
読
誦
が
「
御
霊
」
の
慰
撫
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
御
霊
信
仰
の
唯
一
の
史
料
と
さ
れ
て

き
た
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
五
月
二
十
日
条
の
記
事
と
「
三
部
長
講

会
式
」
と
は
多
く
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
両
者
に
は
相
違
点
も
あ
る
。
ま
ず
「
金
光
明
会
式
』
『
仁
王

会
式
』
で
慰
撫
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
①
ー
⑤
、
⑩
ー
⑫
は
貞
観
五
年

の
御
霊
会
で
は
祀
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
三
代
実
録
』
で
は
「
御

霊
」
で
あ
る
藤
原
仲
成
が
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
』
で
は
「
神

霊
」
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。
弘
仁
年
間
か
ら
貞
観
五
年
に
か
け

て
「
御
霊
」
が
ど
の
よ
う
に
選
定
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
観
念
が
ど

の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
く
の
か
な
ど
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

三
章
「
三
部
長
講
会
式
」
成
立
の
背
景

前
章
で
は
、
最
澄
撰
の
「
三
部
長
講
会
式
」
の
中
に
「
結
怨
横
死

者
」
を
慰
撫
す
る
箇
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
崇
道
天
皇
を
は
じ
め
と
し

た
人
物
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
特
に
「
三
部
長
講
会
式
」

す
べ
て
に
み
ら
れ
る
崇
道
天
皇
、
伊
予
親
王
、
藤
原
吉
子
、
ま
た
『
金

光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
』
に
み
え
る
藤
原
仲
成
は
、
貞
観
五
年
の
御

霊
会
で
「
御
霊
」
と
し
て
慰
撫
さ
れ
た
六
人
の
う
ち
に
も
そ
の
名
が
み

え
る
の
で
あ
る
。
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
』
に
は
「
御
霊
」
と
い

う
表
現
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
「
＝
一
部
長
講
会
式
」
が
貞
観

五
年
の
御
霊
会
の
先
樅
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
な

ぜ
最
澄
は
「
三
部
長
講
会
式
」
に
こ
れ
ら
の
「
結
怨
横
死
者
」
を
慰
撫
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す
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
「
三
部
長
講
会

式
」
の
成
立
の
背
景
が
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

「
三
部
長
講
会
式
」
は
、
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
『
後
分
願
文
』
が
弘

仁
三
年
（
八
―
二
）
四
月
に
、
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
』
が
弘
仁

四
年
（
八
一
三
）
六
月
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
頃
の
最
澄
の
動
向

と
、
朝
廷
の
動
き
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

こ
の
時
期
の
最
澄
の
動
向
に
つ
い
て
『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

（
大
同
五
年
）

同
年
春
勧
道
心
者
ー
、
於
ー
一
乗
止
観
院
ー
、
起
ー
ー
始
長
講
金
光

明
、
仁
王
、
法
華
、
三
部
大
乗
経
ー
。
毎
日
長
講
一
日
不
レ
賊
、
此

（
マ
マ
）

願
此
行
、
後
際
登
絶
哉
。
又
弘
仁
三
年
七
月
上
旬
造
法
華
三
味

堂
ー
、
簡
浄
行
衆
五
六
以
上

l‘

査
夜
不
レ
絶
、
奉
l読
法
華
大
乗

経
典
、
然
弘
誓
之
力
、
盛
ー
一
於
後
際
一
、
善
根
之
功
、
覆
二
於
有

情
、
可
レ
不
レ
美
欺
。
種
種
願
文
、
別
在
一
巻
軸
ー
、
毎
座
添
読
、

良
為
登
心
境
突
。

す
な
わ
ち
、
大
同
五
年
の
春
、
比
叡
山
一
乗
止
観
院
に
お
い
て
は
じ

め
て
法
華
経
、
金
光
明
経
、
仁
王
般
若
経
の
長
講
が
行
わ
れ
た
。
長
講

は
毎
日
欠
か
さ
ず
行
わ
れ
た
。
弘
仁
三
年
に
は
、
比
叡
山
に
法
華
三
昧

堂
を
造
り
、
浄
行
衆
が
昼
夜
休
ま
ず
法
華
経
な
ど
の
大
乗
経
典
を
奉
読

し
て
い
た
と
あ
る
。
『
叡
岳
要
記
』
に
よ
る
と
、
法
華
三
昧
堂
の
建
立

は
弘
仁
二
年
七
月
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
「
移
二
行
法
華
長
講
＿
」
し
た

と
あ
っ
て
、
法
華
三
昧
堂
は
、
護
国
三
部
経
の
う
ち
法
華
経
の
長
講
を

行
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
期
、
最
澄
は
比
叡

山
に
あ
っ
て
ひ
た
す
ら
護
国
の
大
乗
経
典
の
長
講
に
明
け
暮
れ
て
い
た

(15) 

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
種
種
願
文
、
別
在
巻
軸
」

と
、
護
国
三
部
経
の
長
講
に
際
し
て
読
ま
れ
た
願
文
が
別
に
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
種
種
願
文
」
が
「
三
部
長
講
会
式
」
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

弘
仁
三
、
四
年
ご
ろ
の
最
澄
の
動
向
を
示
す
『
叡
山
大
師
伝
』
の
記

事
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
頃
の
最
澄
は
経
典
の
貸
借
な

ど
を
通
じ
空
海
と
盛
ん
に
交
流
を
持
っ
て
い
る
。
空
海
か
ら
高
雄
山
寺

で
金
剛
界
、
胎
蔵
界
の
灌
頂
を
受
け
た
の
は
弘
仁
三
年
冬
で
あ
る
。
最

澄
は
、
空
海
か
ら
密
教
を
学
び
、
そ
の
成
果
を
比
叡
山
に
移
植
し
よ
う

（船）

と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
比
叡
山
か
ら
年
分
度
者
が
多
く
逃
亡
し
て
し
ま
う
と
い
う
実

状
か
ら
、
天
台
宗
の
優
越
性
を
示
し
て
修
行
を
す
す
め
る
と
い
う
目
的

で
、
最
澄
に
よ
っ
て
「
依
憑
天
台
集
』
が
弘
仁
四
年
九
月
一
日
に
著
さ

(47) 

れ
た
。以

上
の
よ
う
に
、
弘
仁
―
―
-
、
四
年
ご
ろ
の
最
澄
は
、
延
暦
二
十
五
年

（
絹
）

正
月
に
天
台
宗
が
公
認
さ
れ
、
年
分
度
者
二
名
を
獲
得
し
、
天
台
宗
の

充
実
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で

「
護
国
三
部
経
」
の
長
講
が
始
め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
法
会
の
次
第
を
記

し
た
「
三
部
長
講
会
式
」
が
成
立
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
最
澄
は
ひ

た
す
ら
比
叡
山
で
護
国
三
部
経
の
長
講
を
し
、
「
結
怨
横
死
者
」
に
祈
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り
を
捧
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
護
国
三
部
経
の
長
講
に
お
い
て
「
結
怨

横
死
者
」
が
慰
撫
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
最
澄
に
と
っ
て
の

（
位
）

「
護
国
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
朝
廷
に
お
い
て
も
大
同
年
間
か
ら
弘
仁
初
年
の
こ
ろ
に
は
怨

霊
の
慰
撫
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
延
暦
二
十
五
年
（
八
0
六
）
三
月
に
は

諸
国
の
国
分
寺
僧
に
崇
道
天
皇
の
た
め
に
今
後
永
く
春
秋
二
仲
月
の
七

(50) 

日
間
、
金
剛
般
若
経
を
読
ま
せ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
同
じ
年
に
は
崇

(51) 

道
天
皇
の
八
島
陵
に
八
島
寺
が
建
立
さ
れ
た
。
大
同
五
年
（
八
一
0
)

に
は
、
崇
道
天
皇
の
た
め
に
百
人
、
伊
予
親
王
の
た
め
に
十
人
、
藤
原

夫
人
（
吉
子
）
の
た
め
に
二
十
人
、
合
計
百
三
十
人
の
得
度
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
天
皇
の
意
志
に
も
と
づ
く
も
の
と
思
わ

れ
、
内
供
奉
僧
と
し
て
天
皇
に
近
侍
し
て
い
た
最
澄
も
こ
う
し
た
動
き

に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
林
羅
山
は
『
本

朝
神
社
考
』
下
之
六
に
あ
る
「
八
所
御
霊
」
の
項
目
に
「
世
俗
伝
云
、

桓
武
時
、
早
良
太
子
、
井
上
内
親
王
之
霊
為
レ
祟
。
最
澄
法
師
、
言
レ
帝

為
立
二
其
社
ー
。
其
後
世
合
祭
。
有
ー
ー
八
社
之
神
―
」
と
記
し
、
最
澄
が
早

良
親
王
や
井
上
内
親
王
の
祟
り
を
慰
撫
す
る
た
め
に
社
を
建
て
る
よ
う

桓
武
天
皇
に
進
言
し
、
の
ち
に
そ
の
社
に
八
所
御
霊
を
合
わ
せ
て
祭
る

(53) 

よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
弘
仁
元
年
ご
ろ
、
瑳
峨
天
皇
は

伊
予
親
王
と
藤
原
吉
子
の
「
抜
湖
売
魂
―
」
せ
ん
が
た
め
釈
迦
牟
尼
仏

の
檀
像
な
ど
を
造
刻
し
て
い
る
。
そ
の
願
文
は
空
海
が
認
め
、
『
性
霊

集
』
巻
六
に
「
東
太
上
為
故
中
務
卿
親
王
造
刻
檀
像
願
文
」
と
し
て
収

(a) 

め
ら
れ
て
い
る
。
嵯
峨
朝
の
は
じ
め
に
は
、
最
澄
だ
け
で
は
な
く
、
嵯

峨
天
皇
や
空
海
に
よ
っ
て
も
伊
予
親
王
•
藤
原
吉
子
母
子
へ
の
慰
撫
が

な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
弘
仁
三
、
四
年
ご
ろ
の
最
澄
の
動
向
か
ら
み
れ

ば
、
そ
の
時
期
、
最
澄
は
天
台
宗
の
公
認
、
年
分
度
者
の
獲
得
を
経
て

天
台
宗
の
充
実
に
つ
と
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
、
そ
の
な
か
に
あ

っ
て
「
護
国
三
部
経
」
の
長
講
は
天
台
宗
の
修
行
僧
に
と
っ
て
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
行
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
章
で
み
た
よ
う
に
『
天
台
法
華

宗
年
分
学
生
式
』
（
六
条
式
）
に
天
台
宗
の
年
分
度
者
二
名
の
う
ち
止

観
業
の
学
生
に
「
護
国
三
部
経
」
を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
経
典
の
長
講

を
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
護
国
一
―
―

部
経
」
の
長
講
こ
そ
が
最
澄
に
と
っ
て
「
護
国
」
の
行
為
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
長
講
の
な
か
で
「
結
怨
横
死
者
」
た
ち
を

慰
撫
す
る
こ
と
は
彼
ら
が
護
国
の
守
護
神
へ
と
昇
華
す
る
こ
と
を
最
澄

が
願
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
澄
は
弘
仁
九
年
四
月
の
護
国
三
部
経
の

長
講
に
お
け
る
願
文
で
「
以
レ
怨
報
レ
怨
、
怨
不
レ
止
。
以
レ
徳
報
レ
怨
怨

即
尽
」
と
し
た
た
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
結
怨
横
死
者
」
へ
の
慰
撫
は
こ
う
し
た
最
澄
個
人
の
思
想
か

ら
な
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
大
同
年
間
か
ら
弘
仁
初
年
に
は
、
朝
廷

に
よ
っ
て
崇
道
天
皇
や
伊
予
親
王
ら
の
怨
霊
へ
の
慰
撫
が
度
々
行
わ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
「
護
国
三
部
経
」
の
長
講
に
お
い
て
「
結
怨
横
死

者
」
が
慰
撫
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
平
城
・
嵯
峨
朝
に
よ
る
国
家
的
な
怨

-48-



以
上
、
最
澄
撰
「
三
部
長
講
会
式
」
に
み
え
る
御
霊
に
つ
い
て
の
基

礎
的
な
分
析
を
す
す
め
て
き
た
。
そ
の
要
旨
を
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
通

り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
『
先
分
願
文
』
『
後
分
願
文
』
『
金
光
明
会
式
」
『
仁
王
会

式
』
か
ら
な
る
「
三
部
長
講
会
式
」
は
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
』

に
つ
い
て
最
澄
の
親
撰
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
『
先
分
願
文
』

『
後
分
願
文
』
に
つ
い
て
は
最
澄
の
親
撰
か
偽
撰
か
を
め
ぐ
っ
て
論
が

分
か
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
薗
田
香
融
氏
は
早
く
か
ら
最
澄
の
親
撰
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
最
近
で
は
佐
藤
道
子
氏
も
内
容
の
構
成
か
ら
最
澄

の
親
撰
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
『
後
分
願
文
』
に
あ
る
唐

日
の
法
師
・
僧
名
の
分
析
を
通
じ
て
そ
れ
を
最
澄
の
親
撰
と
考
え
て
み

た
。
す
な
わ
ち
中
国
天
台
宗
の
僧
名
の
序
列
お
よ
ぴ
記
載
の
仕
方
が
最

澄
の
『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』
に
あ
る
「
天
台
法
華
宗
相
承
師
師
血

脈
譜
」
と
等
し
く
、
ま
た
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
鑑
真
以
下
の
僧
名
も
最

澄
と
強
い
つ
な
が
り
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
後
分
願
文
』

も
『
金
光
明
会
式
』
『
仁
王
会
式
』
と
同
じ
よ
う
に
、
最
澄
に
よ
っ
て

著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
福
井
康
順
氏
の
指
摘

で
は
『
後
分
願
文
』
に
あ
る
国
名
や
郡
数
に
明
ら
か
に
弘
仁
三
年
以
後

む

す

び

霊
対
策
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。

の
も
の
も
あ
る
と
い
う
が
、
荻
野
正
博
・
桑
原
正
史
両
氏
の
研
究
に
よ

っ
て
、
郡
数
に
つ
い
て
は
天
平
宝
字
三
年
か
ら
延
暦
七
年
の
間
の
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
「
三
部
長
講
会
式
」
の
な
か
に
は
崇
道
天
皇
は
じ
め
「
結
怨
横

死
者
」
を
慰
撫
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
「
伯
伴
成
子

等
一
切
中
夭
之
霊
」
や
「
法
師
天
皇
御
霊
等
」
な
ど
人
物
を
特
定
し

得
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
は
最
澄
の
時
代
ま
で
に
活
躍

し
た
人
物
た
ち
で
あ
り
、
多
く
は
当
時
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
々
で
あ

る
。
な
か
で
も
、
崇
道
天
皇
、
伊
予
親
王
、
藤
原
吉
子
、
藤
原
仲
成

は
、
こ
れ
ま
で
「
御
霊
信
仰
」
を
論
じ
る
際
の
唯
一
の
史
料
と
い
え
る

『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
五
月
二
十
日
条
の
神
泉
苑
で
の
御
霊
会
で
慰

撫
さ
れ
た
六
座
の
御
霊
の
う
ち
に
そ
の
名
が
み
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
「
三
部
長
講
会
式
」
に
あ
る
「
結
怨
横
死
者
」
へ
の
慰
撫
は
、
貞
観

五
年
の
御
霊
会
の
先
蹂
を
な
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
な
の
で

あ
る
。弘

仁
三
、
四
年
こ
ろ
の
最
澄
は
天
台
宗
の
公
認
と
年
分
度
者
の
獲
得

を
経
て
、
天
台
教
団
の
充
実
に
つ
と
め
て
い
た
。
伝
記
で
あ
る
『
叡
山

大
師
伝
』
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
最
澄
は
比
叡
山
に
あ
っ
て
ひ
た
す
ら
護

国
の
大
乗
経
典
の
長
講
に
明
け
暮
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
最

澄
に
と
っ
て
は
、
護
国
経
典
の
長
講
自
体
が
護
国
の
行
為
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
「
結
怨
横
死
者
」
に
「
衛
二
護
日
本
國
＿
」
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
結
怨
横
死
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註(
1
 

者
」
の
慰
撫
は
最
澄
個
人
の
事
情
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
朝
廷
で
も
大

同
年
間
か
ら
弘
仁
初
年
に
か
け
て
崇
道
天
皇
や
、
伊
予
親
王
、
藤
原
吉

子
の
怨
霊
へ
の
慰
撫
鎮
謝
が
度
々
行
わ
れ
て
お
り
、
「
三
部
長
講
会
式
」

に
お
け
る
「
結
怨
横
死
者
」
に
対
す
る
慰
撫
も
こ
う
し
た
国
家
的
な
対

策
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
最
澄
の
「
三
部
長
講
会
式
」
は
、
御
霊

信
仰
の
は
じ
ま
り
を
考
え
る
上
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
本
稿

で
は
そ
の
内
容
の
基
礎
的
な
分
析
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
「
三
部
長
講
会

式
」
の
さ
ら
な
る
分
析
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
同
・
弘
仁
年
間
の
御

霊
へ
の
慰
撫
が
ど
の
よ
う
に
貞
観
五
年
の
御
霊
会
へ
と
結
実
し
て
い
く

の
か
、
貞
観
五
年
の
御
霊
会
で
い
か
に
御
霊
が
選
定
さ
れ
た
か
な
ど
、

今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期

す
こ
と
と
し
た
い
。
大
方
の
批
判
・
叱
正
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

御
霊
信
仰
全
般
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
に
は
、
柴
田
賓
「
祇
園

御
霊
会
ー
そ
の
成
立
と
意
義
ー
」
、
岩
城
高
利
「
御
霊
信
仰
の
発

生
」
、
高
取
正
男
「
御
霊
会
成
立
と
初
期
平
安
京
の
住
民
」
（
以
上
の

＿
―
-
編
は
京
都
大
学
読
史
会
編
『
国
史
論
集
一
』
、
一
九
五
九
年
）
が

あ
る
。
そ
の
支
持
層
に
つ
い
て
は
菊
池
京
子
「
御
霊
信
仰
の
成
立
と

展
開
—
信
仰
支
持
の
階
層
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
史
窓
』
一
七
・
一

八
号
、
一
九
六
0
年
）
、
御
霊
六
座
に
つ
い
て
の
分
析
で
は
井
上
満

郎
「
御
霊
信
仰
の
成
立
と
展
開
ー
平
安
京
都
市
神
へ
の
視
角
ー
」

(
4
 

(
3
)
 

(
2
)
 

（
『
奈
良
大
学
紀
要
』
五
、
一
九
七
六
年
）
が
あ
る
。
貞
観
五
年
の
神

泉
苑
御
霊
会
を
中
心
に
あ
っ
か
っ
た
も
の
は
、
今
市
優
子
「
貞
観
五

年
御
霊
会
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
「
文
化
史
学
」
四
五
、
一
九
八
九

年
）
、
宮
崎
浩
「
貞
観
五
年
御
霊
会
の
政
治
史
的
考
察
」
（
「
史
学
研

究
』
一
九
八
、
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
。
ま
た
御
霊
信
仰
の
思
想
的

な
面
を
論
じ
た
も
の
に
、
河
音
能
平
「
王
土
思
想
と
神
仏
習
合
」

（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
j

四
、
一
九
七
六
年
）
、
「
怨
霊
・
御
霊
と

は
何
か
」
（
吉
村
武
彦
ら
編
『
争
点
日
本
の
歴
史
』
三
、
新
人
物
往

来
社
、
一
九
九
一
年
）
、
安
井
速
「
御
霊
信
仰
の
成
立
ー
タ
タ
リ
神

か
ら
本
地
垂
迩
—
」
(
『
仏
教
史
学
研
究
』
四
―
|
―
-
、
一
九
九
九

年
）
が
あ
る
。

田
村
園
澄
「
神
宮
寺
と
神
前
読
経
と
物
の
怪
」
（
同
氏
『
飛
鳥
仏
教

史
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
）
、
八
重
樫
直
比
古
「
空
と
勝
義

の
孝
—
古
代
仏
教
に
お
け
る
怨
霊
救
済
の
論
理
ー
」
、
笠
井
昌
昭

「
緑
起
神
道
の
成
立
ー
天
神
信
仰
と
本
地
垂
迩
思
想
|
」
（
と
も
に
、

石
田
一
良
編
『
日
本
精
神
史
』
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
）
、
佐

伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

四
年
）
。

本
稿
で
は
、
「
先
分
願
文
」
『
後
分
願
文
」
『
金
光
明
会
式
』
「
仁
王
会

式
」
と
も
、
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
七
四
、
続
諸
宗
部
五
、
に
依
拠

し
、
行
割
は
「
伝
教
大
師
全
集
』
・
西
教
寺
正
教
蔵
「
長
講
法
華
略

願
文
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
な
ど
を
参
照
し
て
適
宜
改
め

こ。f
 

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
の
寛
徳
二
年

(
1
0
四
五
）
の
奥
書
が
あ
る
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(13 
(12) 

(11 
10 ~
 

(
9
)
 

(
8
 

7
 

6
 

(
5
)
 

西
教
寺
正
教
蔵
「
長
講
法
華
略
願
文
j

で
は
、
『
先
分
願
文
』
の
末

尾
に
も
「
弘
仁
三
年
這
壬
辰
四
月
五
日
求
法
繹
最
澄
記
」
と
あ

る。安
藤
俊
雄
・
薗
田
香
融
編
、
日
本
思
想
大
系
4

『
最
澄
』
、
岩
波
書

店
、
一
九
七
四
年
。

最
澄
の
東
国
伝
道
に
関
し
て
は
、
薗
田
香
融
「
最
澄
の
東
国
伝
道
に

つ
い
て
」
（
「
仏
教
史
学
」
三
ー
ニ
、
一
九
五
二
年
）
に
依
拠
し
た
。

『
叡
山
大
師
伝
」
は
も
っ
と
も
信
用
で
き
る
最
澄
の
伝
記
史
料
の
一

つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
『
伝
教
大
師
全
集
j

巻
五
（
世
界
聖
典
刊

行
協
会
、
一
九
七
五
年
復
刻
）
に
依
拠
し
た
。

佐
藤
道
子
「
地
獄
と
救
済
ー
三
部
長
講
会
に
み
る
」
（
『
ア
ジ
ア
遊

学
」
第
十
号
、
一
九
九
九
年
）
。

現
在
で
も
法
華
経
の
長
講
は
根
本
中
堂
と
浄
土
院
阿
弥
陀
堂
に
お
い

て
毎
日
続
け
ら
れ
て
い
る
（
山
田
恵
諦
『
虹
法
華
経
と
伝
教
大
師
j
‘

第
一
書
房
、
一
九
七
三
年
、
三
三
五
頁
）
。

辻
善
之
助
「
日
本
仏
教
史
之
研
究
」
(
-
九
一
九
年
）
、
一
―
九
1
-

二
0
頁。

福
井
康
順
「
長
講
法
華
経
願
文
の
研
究
」
（
同
氏
「
東
洋
思
想
の
研

究
」
、
思
想
社
、
一
九
五
五
年
、
の
ち
「
福
井
康
順
著
作
集
」
第
五

巻
、
法
蔵
館
、
一
九
九
0
年）。

『
続
日
本
後
紀
j

承
和
三
年
十
月
己
未
条
に
は
、
「
承
前
之
例
。
畿
内

国
次
。
以
二
大
和
国
扁
芝
之
第
一
ー
。
勅
宜
下
撼
二
新
式
＿
改
レ
之
。
以
ニ

山
城
国
扁
炉
之
第
一
上
」
と
あ
る
。

『
先
分
願
文
』
に
は
、
各
段
に
「
阿
弥
陀
仏
」
の
仏
名
が
く
り
返
さ

22 21 ＾ 20 (19 
18 17 16 15 14 

れ
て
い
る
。
福
井
氏
は
、
最
澄
が
台
浄
融
合
の
思
想
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
と
し
、
元
来
は
「
南
無
阿
閑
仏
」
と
あ
っ
た
も
の
が
後
世
入

れ
換
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

薗
田
香
融
「
最
澄
の
山
林
主
義
」
（
顕
真
学
会
絹
『
顕
真
学
苑
論
集
』

第
四
七
号
、
一
九
五
五
年
）
。

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
七
十
四
、
続
諸
宗
部
五
、
六
三
六
頁
。

荻
野
正
博
・
桑
原
正
史
「
「
長
講
法
華
経
後
分
略
願
文
」
の
郡
数
に

つ
い
て
ー
「
大
宝
二
年
越
中
国
四
郡
」
と
関
連
し
て
ー
」
（
「
新
潟
史

学
』
第
十
四
号
、
一
九
八
一
年
）
、
桑
原
正
史
「
「
長
講
法
華
紀
後
分

略
願
文
」
の
郡
数
に
つ
い
て
・
補
論
」
（
「
新
潟
史
学
』
第
一
二
四
号
、

一
九
九
五
年
）
。

佐
藤
氏
、
註

(8)
。

『
伝
教
大
師
全
集
j

巻
一
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
復

刻
、
ニ
―
五
ー
ニ
三
六
頁
。

小
野
勝
年
「
鑑
真
と
そ
の
周
辺
」
（
「
仏
教
美
術
」
第
五
四
号
、
一
九

六
四
年
、
の
ち
平
岡
定
海
・
中
井
真
孝
編
「
日
本
名
僧
論
集
第
一
巻

行
基
鑑
真
」
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
。

神
護
景
雲
四
年
「
大
僧
都
法
進
経
師
貢
上
文
」
（
「
大
日
本
古
文
書
」

十
七
、
一
七
四
貢
）
に
は
「
大
僧
都
法
進
」
と
自
署
が
あ
る
。

佐
伯
氏
、
註

(2)
、
八
一
頁
。
藤
善
真
澄
・
王
勇
「
天
台
の
流
伝

ー
智
顕
か
ら
最
澄
ヘ
ー
」
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
、
ニ
―
―
―

ー

ニ

―

四

頁

。

．

栄
原
永
遠
男
「
鑑
真
将
来
経
の
行
方
」
（
上
田
正
昭
絹
『
古
代
の
日

本
と
渡
来
の
文
化
」
、
学
生
社
、
一
九
九
七
年
、
の
ち
同
氏
『
奈
良
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(34) 

(33) 

(32) 

(30) 

(31) 

(28) 

(29) 

(25) 

(26) 

(27) 

(23) 

(24) 
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
、
塙
書
房
、
二
0
0
0
年）。

「
続
群
書
類
従
』
第
二
十
七
輯
上
。

「
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
十
、
『
招
提
千
歳
伝
記
』
巻
中
之
一

『
大
日
本
仏
教
全
書
」
一

0
五）

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
後
紀
』
延
暦
―
―
十
三
年
正
月
戊
戌
条
。

同
右
、
大
同
元
年
四
月
丙
辰
条
。

『
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
十
、
「
招
提
千
歳
伝
記
」
巻
上
之
一
（
と
も
に

「
大
日
本
仏
教
全
書
』
一

0
五）

註

(25)
、
弘
仁
六
年
正
月
己
卯
条
。

「
群
書
類
従
」
第
二
十
四
輯
。
以
下
、
「
叡
岳
要
記
j

は
こ
れ
に
よ

る。『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一

0
-
‘

―
二
六
頁
。

『
招
提
千
歳
伝
記
』
巻
上
之
一
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
」
一

0
五）、

三
一
三
貢
゜

田
村
晃
祐
編
『
最
澄
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
）
、
一
八

四
頁
。

『
先
分
願
文
」
に
は
、

為
下
我
日
本
國
従
ー
ー
開
闘
ー
以
来
登
返
諸
尊
霊
井
崇
道
天
王

代
代
大
臣
等
文
武
諸
百
官
往

1

一
生
妙
浄
土
一
早
成
中
無
上
果
上

と
あ
っ
て
、
「
崇
道
天
王
」
す
な
わ
ち
崇
道
天
皇
が
み
え
る
。

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
」
延
暦
四
年
九
月
庚
申
条
。
ま
た

早
良
親
王
配
流
に
関
す
る
も
の
で
は
、
西
本
昌
弘
「
早
良
親
王
甍
去

の
周
辺
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
六
二
九
号
、
二

0
0
0
年
）
に
詳
し

、。し

（
と
も
に

(43) 

(44) 

(41 
(42 

(40) 
＾^ 39 38 ＾ 37 (36) 

(35) 
桓
武
天
皇
に
よ
る
早
良
親
王
の
怨
霊
へ
の
対
策
は
、
牛
山
佳
幸
「
早

良
親
王
御
霊
そ
の
後
ー
崇
道
天
皇
社
か
ら
ソ
ウ
ド
ウ
社
ヘ
ー
」
（
同

氏
「
【
小
さ
き
社
】
の
列
島
史
』
、
平
凡
社
選
書
二
0
三
、
二
0
0

0

 

年
）
で
早
良
親
王
の
略
年
譜
と
と
も
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
有
益
で

あ
る
。

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
続
日
本
紀
」
宝
亀
四
年
十
月
辛
酉
条
、
宝
亀

六
年
四
月
己
丑
条
。

淳
仁
天
皇
は
、
恵
美
押
勝
の
乱
で
廃
位
さ
せ
ら
れ
る
際
、
親
王
の
位

を
賜
い
、
「
淡
路
国
乃
公
」
と
さ
れ
た
（
「
続
日
本
紀
」
天
平
宝
字
八

年
十
月
壬
申
条
）
の
で
、
こ
こ
で
い
う
「
皇
子
」
に
あ
て
は
ま
る
だ

ろ
う
。

佐
伯
氏
、
註

(2)

一
四
一
ニ
ー
一
四
四
頁
。

足
立
喜
六
訳
注
、
塩
入
良
道
補
注
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」

2
、
平

凡
社
東
洋
文
庫
四
四
二
、
一
九
八
五
年
、
三
ニ
―
頁
。

藤
原
広
嗣
の
怨
霊
に
つ
い
て
は
、
「
続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年
六
月

己
亥
条
の
玄
防
の
卒
伝
や
、
同
じ
く
宝
亀
六
年
十
月
壬
戌
条
の
吉
備

真
備
の
甍
伝
、
ま
た
『
扶
桑
略
記
」
天
平
十
八
年
六
月
丙
戌
条
や

「
尊
卑
分
脈
』
の
藤
原
広
嗣
の
項
に
み
え
る
。

井
上
満
郎
氏
、
註

(
1
)
論
文
。

大
塚
徳
郎
「
観
察
使
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
歴
史
』
一
七
五
号
、
一
九

六
二
年
、
の
ち
同
氏
『
平
安
初
期
政
治
史
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
九
年
）
。

新
訂
増
補
国
史
大
系
「
公
卿
補
任
』
大
同
四
年
。

「
東
大
寺
文
書
」
の
延
暦
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日
付
「
内
侍
宣
」
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(50) 

(51) 

(49 
(47) 

(48) 

(46) 

(45) 
に
は
「
太
上
天
皇
御
霊
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
太
上
天
皇
」
は
早

良
親
王
を
指
す
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
こ
の
頃

「
御
霊
」
の
観
念
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
堀
池
春
峰
監

修
、
綾
村
宏
ら
編
『
東
大
寺
文
書
を
読
む
』
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇

0
一
年
、
一
四
八
ー
一
四
九
頁
）

0

．

薗
田
香
融
氏
は
、
こ
の
頃
の
最
澄
が
、
最
大
の
外
護
者
で
あ
っ
た
桓

武
天
皇
の
崩
御
と
、
「
天
台
法
華
宗
年
分
得
度
学
生
名
帳
」
の
大
同

二
年
か
ら
弘
仁
九
年
ま
で
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
比
叡
山
の
衰
微
と
い

う
悲
運
の
中
に
あ
っ
て
、
比
叡
山
で
ひ
た
す
ら
三
部
大
乗
経
の
長
講

に
い
そ
し
ん
だ
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
（
薗
田
氏
、
註

(14)
）。

薗
田
香
融
「
現
実
肯
定
の
哲
学
天
台
宗
の
誕
生
と
発
展
」
（
同
氏
編
〈
宗

派
別
〉
日
本
の
仏
教
・
人
と
教
え
1

「
天
台
宗
」
、
小
学
館
、
一
九

八
六
年
）
、
四
六
頁
。

「
依
憑
天
台
集
序
」
（
『
伝
教
大
師
全
集
」
巻
三
）
。

「
日
本
後
紀
」
大
同
元
年
正
月
辛
卯
条
。
「
類
衆
三
代
格
」
巻
二
、
七

十
四
1
七
十
五
頁
。

曽
根
正
人
氏
は
、
「
護
国
三
部
経
」
の
長
講
を
は
じ
め
と
す
る
「
天

台
宗
の
行
業
は
、
直
接
護
国
の
験
を
発
揮
す
る
」
と
さ
れ
る
（
「
最

澄
と
国
家
仏
教
—
「
請
入
唐
請
益
表
』
に
つ
い
て
ー
」
、
同
氏
「
古
代

仏
教
界
と
王
朝
社
会
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
0
年）。

「
日
本
後
紀
」
大
同
元
年
三
月
辛
巳
条
。

「
元
亨
釈
書
」
資
治
表
四
、
醍
醐
寺
本
「
諸
寺
縁
起
集
」
所
収
「
大

安
寺
崇
道
天
皇
御
院
八
嶋
両
所
記
文
」
（
藤
田
経
世
絹
『
校
刊
美
術

史
料
』
寺
院
篇
上
巻
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
二
年
）
。

＾ 55 (54) 

(52) 

(53) 
『
日
本
紀
略
」
弘
仁
元
年
七
月
二
十
七
日
条
。

続
日
本
古
典
全
集
林
羅
山
「
本
朝
神
社
考
神
社
考
詳
節

文
敏
公
伝
」
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
0
年
、
四
七
八
頁
。

日
本
古
典
文
学
大
系
「
三
教
指
帰
性
霊
集
」
、
岩
波
書
店
、
一
九

六
五
年
、
二
八
八
＼
―
-
八
九
頁
。

註

(15)
。

（
関
西
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程

附
林
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